
 

近代化基金融資推薦申込みについて 
 

 

H23.6 総務課 
 
かねてよりご活用いただいております、運輸事業振興助成交付金の近代化基金による利子補給

制度につきまして、昨今の車両に対する環境規制の段階的進展を踏まえ、これまでのＮＯｘ・Ｐ

Ｍ法非適合車から適合車への代替に重点を置いた制度から、「ポスト新長期規制適合車」の導入に

対する融資および利子補給制度に改め、６月１日より新たに「ポスト新長期融資」の取扱いを開

始いたしました。 

また、これに伴い、融資総枠を１５億円に拡大、個別事業者の融資限度額も総額で６千万円ま

で引き上げられたことから、これまで以上にご利用いただきやすくなりました。 

詳しくは、下記公募要領をご参照の上ご活用下さいますようご案内申し上げます。 

 

 

 近代化基金融資公募要領 
 

 

１．融資総枠   １５億円 

 

２．公募期間   平成２３年６月１日（水）～平成２４年２月２０日（月） 

          ※上記の公募期間中、毎月２０日を締切日として融資総枠に達するまで申

込を受け付けます。なお、融資総枠に達しなくとも最終締切日をもって

受付を終了します。 

 

３．融資の対象者 

    当協会の会員で、かつ滋賀県に本社を有している事業者並びに共同体（協同組合）です。 

なお、金融機関が商工中金（信用組合）と決められているため、借入の申込をする際には、 

 (1)商工中金に出資している事業協同組合等の団体またはその構成員であること。 

 (2)商工中金の代理店となっている信用組合の組合員であること。 

上記いずれかの資格を持っていることが必要です。従って、資格を持っていない申込者

はあらかじめ協会または商工中金（信用組合）にご相談下さい。 

 

４．融資対象事業 

   融資の対象となる事業は次のとおりです。 

    (1)一般融資 

       ①荷役機械、車両等の輸送関係機器の購入（代替を含む）及び車両の改造に要する

資金。 

       ②トラックターミナル、配送センター等の物流施設の整備に要する資金。 

         ※近代化、合理化のための事務機器等の購入、設備の補修・改造等も含む。 

       ③福利厚生施設の整備に要する資金。 

(2)ポスト新長期融資 

   「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示」（平成２

０年３月２５日国土交通省告示第３４８号）による改正後の「道路運送車両の保安基

準の細目を定める告示」（平成１４年７月１５日国土交通省告示第６１９号）に定め

る排出基準値に適合する事業用貨物自動車の導入に要する資金。（別表１参照） 

     (3)ＮＯｘ・排ガス融資 

       自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に定める排出基準に適合しない事業用貨物自動車又はディー

ゼルフォークリフトを当該基準に適合する事業用貨物自動車もしくは同等の排出ガ

 



ス性能を有すると認められる事業用貨物自動車で、最新自動車排出ガス規制適合車又

はバッテリーフォークリフトに代替する場合の資金。（別表２参照） 

       但し、この融資は、平成２３年８月３１日までに融資実行される場合に限る。 

 (4)低公害車（ＣＮＧ車・ハイブリッド車）および省エネ関連機器導入に係る融資 

   低公害車および省エネ関連機器とは、全日本トラック協会並びに滋賀県トラック協

会の導入促進助成事業対象となるＣＮＧ車、ハイブリッド車、ＥＭＳおよびドライブ

レコーダー等の導入に要する資金。 

(5)特別増車融資 

   許可基準割れ(保有台数５両未満)事業者が５両に達するまでの増車に要する資金。 

 

５．融資の条件 

    (1)融資の最高限度額（融資対象各事業の借入総額） 

       ①個別事業者       ６，０００万円 

       ②共同体（協同組合）  １０，０００万円 

    (2)再融資の制限 

             個別事業者および共同体ともに再度この融資制度の適用を受けようとする場合は、

既往の借入金が当初の約定に基づき正常な形で償還されており、融資限度額から既往

の融資残高を控除した額の範囲内で申込みができる。 

    (3)融資の利率 

       商工中金の所定利率から利子補給率を差し引いた利率。 

    (4)償還期間 

       １０年以内。 

       但し、法定耐用年数が１０年を下回る設備は、法定耐用年数以内。（車両について

は、５年以内） 

    (5)据置期間 

       償還期間のうち６ヶ月以内。 

    (6)担保及び保証人 

       商工中金の定める担保と保証人を必要とします。協会は債務保証をいたしません。 

 

６．利子補給 

    (1)利子補給率 

      ①一般融資              年０．８％ 

      ②ポスト新長期融資          年１．２％ 

      ③ＮＯｘ・排ガス融資         年１．２％ 

      ④低公害車・省エネ関連機器導入融資  年１．２％ 

      ⑤特別増車融資            年１．６％ 

    (2)利子補給金は、借受人が商工中金に対して提出する念書（商工中金にて用意）に基づ

いて協会から商工中金に直接支払います。 

    (3)利子補給の制限 

 借受人が借入金を正当な理由なく申込みに係る事業計画と異なったものに転用し

た場合は、利子補給を打ち切るとともに、既に受けた利子補給金も繰り上げて償還し

ていただきます。また、所定の償還期間を経過した借入金には利子補給を行いません。 

 

７．融資取扱金融機関 

    (1)商工中金大津支店 

          大津市浜大津１丁目２－２２  ℡ 077-522-6791 

    (2)商工中金彦根支店 

          彦根市旭町９－３       ℡ 0749-24-3831 

    (3)商工中金の代理店となっている県下の信用組合 

          滋賀県信用組合の本支店 



８．申込先 

    社団法人 滋賀県トラック協会 

 

９．申込方法 

    (1)申込者は公募期間中に下記の書類を提出して下さい。 

        ①融資推薦申込書  

        ②企業要項      滋賀県トラック協会ＨＰよりダウンロードして下さい。 

        ③事業計画書    

        ④事業計画に係る見積書 

        ⑤所在地案内図（土地・建物の場合） 

        ⑥公図（土地の場合） 

        ⑦平面図（建物の場合） 

    (2)融資推薦適否の通知 

       協会は上記の申込を受理した場合、事業計画の的確性等を検討し、申込締切日

から１０日以内に申込者に対し「融資推薦適否決定通知書」によりその適否を通

知します。但し、この通知書は融資の決定ではありませんので予めご了承下さい。 

 

10． 商工中金(信用組合)への融資申込みと融資決定 

 協会から融資推薦を受けた方は、最寄りの商工中金（信用組合）に対し、「融資推薦適

否決定通知書」を添付して、金融機関所定の様式により手続きして下さい。 

  これにより、商工中金（信用組合）が審査し、融資の諾否を決定します。 

 

11. その他 

     (1)借受人は融資対象物件を完成（購入）したときは速やかに「設備完成（購入）報告書」

を協会あて提出してください。 

    (2)借入後の借入れ条件の変更は原則としてできません。 

    (3)元金および利息等の支払いが遅れることによって発生する延滞利息の負担は次のと

おりです。 

        ①元金の返済に係るものについては借受人が負担する。 

        ②協会が利子補給により支払うべき利息が、延滞することによって発生する利息

は、借受人が負担する利息の延滞分を含めて協会が負担する。 

        ③借受人の都合により延滞した場合における協会の利子補給額を含めた延滞利

息は、借受人が負担する。 

    (4)商工中金（信用組合）に対する所定の借入申込書の添付書類は概ね次のとおりですの

で、あらかじめご準備下さい。 

        ①企業要項 

        ②収支決算書（２期分）、収支実績内訳（月別・荷主別・部門別等） 

        ③事業計画書 

        ④担保・保証人調（不動産担保の場合は登記簿謄本） 

(5)ＮＯｘ・排ガス融資の申込みに係る注意事項 

        ①この融資に該当する抹消および購入の車両は車両型式の識別記号による。 

※別表２「ＮＯｘ・排ガス融資に係る適用車種一覧表」参照 

        ②抹消および購入の車両の登録は、原則として同日付（代替）で行うこと。 

        ③購入の車両は、登録完了後に自動車検査証の写しを提出すること。 

        ④抹消の車両は、抹消登録完了後に購入車両との代替を証する書面として「抹消

登録証明書」または「登録事項等証明書」の写しを提出すること。 

⑤抹消するディーゼルフォークリフトは、解体業者による「車両解体証明書」を

提出すること。 

 



（別表１）

１．ポスト新長期規制適合車の識別記号（３桁の組合せ記号となります。） 平成２３年3月

排出ガス規制年 低排出ガス認定
識別
記号

燃料の別
ハイブリッドの有無（重量車燃
費基準達成又は適用状況）

識別記号 用途 重量条件等 識別記号

無 Ｌ 有 A 貨物車・乗合 軽自動車 D

50 Ｍ 無 B 車両総重量が1.7トン以下 E

75 Ｒ 有（未達成又は不適用） C 車両総重量が1.7トン超、3.5トン以下 F

平成２２年規制＊２ 無 Ｓ 無（未達成又は不適用） D 車両総重量が3.5トン超 G

有（達成） Ｊ

無（達成） Ｋ

有 Ｅ

無 Ｆ

有 Ｇ

無 Ｈ

有 Y

無 Ｚ

　(例)

          

軽油車でハイブリッド無 識別記号は、ＬＤＧ-となります。

燃料基準未達成

2 排ガス規制の適用を受けない自動車の識別記号

種類 燃料等の別 識別記号 識別記号

          Ｚ 電気 電気 A 貨物 Ｂ
          燃料電池 水素（圧縮水素） B

CNG

メタノール

1桁目 2桁目 3桁目

識別記号
3桁目

用途など

軽油

平成２１年規制＊１

＊１ ガソリン車（ＮＯｘ触媒付直噴）及びディーゼ
ル車　　　（乗用、軽量、中量一部（２．５～３．５ｔ）
及び重量車一分（１２ｔ～）

２１年規制低排出ガス認定無

＊２ディーゼル車｛中量一部（１．７～２．５ｔ）、及び
重量車一部（３．５～１２ｔ）

ガソリン・LPG

その他

2桁目1桁目



（別表２） 
ＮＯｘ・排ガス融資に係る適用車種一覧表 

 
 
●抹消等対象車両（非適合車） 

ディーゼル車 ｶﾞｿﾘﾝ・LPG車 
車両総重量 

型式の識別記号 型式の識別記号 ディーゼルフォークリフト 

１．７ｔ以下 

ＫＰ－、ＨＷ－ 
ＫＥ－、ＨＡ－ 
ＫＡ－ 
Ｓ－ 
Ｐ－ 
Ｎ－ 
Ｋ－ 
記号なし 

Ｌ－ 
Ｊ－ 
Ｈ－ 
記号なし 
 
 
 
 

１．７ｔ超 
 
２．５ｔ以下 

ＫＱ－、ＨＸ－ 
ＫＪ－、ＨＥ－ 
ＫＦ－、ＨＢ－ 
ＫＢ－ 
Ｓ－ 
Ｐ－ 
Ｎ－ 
Ｋ－ 
記号なし 

Ｔ－ 
Ｌ－ 
Ｊ－ 
Ｈ－ 
記号なし 
 
 
 
 

２．５ｔ超 
 
３．５ｔ以下 

ＫＲ－、ＨＹ－ 
ＫＧ－、ＨＣ－ 
ＫＣ－ 
Ｕ－ 
Ｓ－ 
Ｐ－ 
Ｎ－ 
Ｋ－ 
記号なし 

Ｚ－ 
Ｔ－ 
Ｍ－ 
Ｊ－ 
記号なし 
 
 
 
 

３．５ｔ超 

ＫＣ－ 
Ｗ－ 
Ｕ－ 
Ｐ－ 
Ｎ－ 
Ｋ－ 
記号なし 

Ｚ－ 
Ｔ－ 
Ｍ－ 
Ｊ－ 
記号なし 
 
 

ＦＤ、ＥＨＯ１、ＶＨＯ１ 
 
ＥＨＯ２、ＥＧＨＯ２ 
 
ＷＦＯ３、ＷＧＦＯ５ 
 
ＷＦＯ５、ＤＦＯ５ 

 
●購入対象車両（適合車） 

ディーゼル車 ｶﾞｿﾘﾝ・LPG車 
車両総重量 

型式の識別記号 型式の識別記号 バッテリーフォークリフト 

１．７ｔ以下 識別記号が３桁の車両 
識別記号が３桁の車両
ＧＪ－、ＨＰ－ 
ＧＧ－、ＨＬ－ 
Ｒ－ 

１．７ｔ超 
２．５ｔ以下 識別記号が３桁の車両 

識別記号が３桁の車両
ＧＫ－、ＨＱ－ 
ＧＣ－、ＨＧ－ 
ＧＡ－ 

２．５ｔ超 
３．５ｔ以下 識別記号が３桁の車両 

識別記号が３桁の車両 
ＧＫ－，ＨＱ－ 
ＧＥ－、ＨＪ－ 
ＧＢ－ 

３．５ｔ超 

識別記号が３桁の車両 
ＫＳ－、ＨＺ－、ＫＲ－ 
ＨＹ－、ＫＬ－、ＨＭ－ 
ＫＫ－、ＨＦ－、ＰＡ－ 
ＰＢ－、ＰＪ－、ＰＫ－ 

識別記号が３桁の車両 
ＧＬ－、ＨＲ－ 
ＧＥ－、ＨＪ― 
ＧＢ－ 
 

 

※ＫＬ－、ＨＭ－、ＫＫ－、ＨＦ－については、東京都条例等では規制対象 



（様式１号） 
 

融 資 推 薦 申 込 書 
 

 平成  年  月  日 

 

社団法人 滋賀県トラック協会長 殿 

 

住 所 

申込人 名 称 

代表者                ○印 

 

このたび、下記要項のとおり第３５回地方近代化基金融資推薦申込みをいたします。 

なお、融資推薦を受けたときは、貴協会制定の近代化基金運営要領の各条項を遵守いた

します。 

記 

金   額 金            円 

資 金 使 途  設備資金（                    ） 

償 還 期 間 年    ヵ月 

償 還 方 法  

担 保  

保 証 人  

借入希望時期  平成    年    月頃 

協同組合等 

加 入 状 況 

１．加入済（組合名                ） 

２．未加入 

融資申込店 

予 定 

１．商 工 中 金（      支店） 

２．滋賀県信用組合（      支店） 

融資借入実績 

１．今回がはじめて 

２．過去に借入したことがある 

     (1) 全額償還済     (2) 現在返済中 

 

※ 記入要領は裏面参照 

添付書類 

   (1)企業要項  (2)事業計画書 

 一般融資  ポスト新長期融資 
 NOx・PM融資  低公害車・省エネ融資 

該当○印 



 （様式１号）融資推薦申込書の記入要領  

 

 

１．資金使途（記入例） 

① 設備資金（ポスト新長期車両購入資金） 

② 設備資金（配送センター建物新築資金） 

③ 設備資金（ドライブレコーダー購入資金） 

 

 

２．償還方法（記入例） 

① 据置期間○ヵ月以降○ヵ月ごと均等分割償還 

② ○月○日を第１回とし、以降○ヵ月ごと○○千円あて分割償還し期

限に残額○○千円完済 

 

 

３．担  保（記入例） 

① 不動産（土地、建物）第○順位 

② 動 産（有価証券） 

 

 

４．保 証 人（記入例） 

① 法人の場合 

   （代表取締役）○ ○ 太 郎  （専務取締役）× × 次 郎 

以上２名 

② 個人の場合 

   （妻）    ○ ○ 花 子  （同業者知人）△ △ 三 郎 

以上２名 

 

 

５．協同組合等加入状況 

「加入済・未加入」のいずれかの数字を○で囲む。 

加入済は、（ ）内に現在加入している協同組合名を記入する。 



(様式２号の１) 

企 業 要 項 (個 別 企 業 用 ) 
   平成  年  月  日 

( ふ り が な ) 

名    称 
( 所属組合 ) 

 
 

(                                ) 

住 

 

所 

本店住所 

(TEL                        ) 
支店・営業所数 

 
役    員 

 

代表者 
 
              (      才) 
                         外   名 

業

界

役

職 

協 会 
 
その他 
 

資  本 金          千円   同族 
              (         %) (          %) (         %) 

設 立 年 月       年   月  (創業    年   月) 
 
 
規    模 

 
不 
動 
産 

土 地     ㎡(内借地      ㎡)  
営 業 所  棟  ㎡(内借家    棟   ㎡)  
保管施設  棟  ㎡( 〃    棟   ㎡)  
車 庫  棟  ㎡( 〃    棟   ㎡)  
そ の 他  棟  ㎡ 

 
車 
 
 
両 
 

10ｔ車以上     台  
6  〃     〃  
4  〃     〃  
1   〃      〃  
特殊車種     〃  
軽自動車     〃  

 
従 業 員 

職員    運転手   その他          
男  人  男  人  男  人 
女  人  女  人  女  人  合計   人 

労 
 
組 

有 ・ 無 
上部団体名 
 

 ① ② ③ 主な荷主  
及び 

運送収入  
荷 主 名 
運送収入 

 
       千円 

 
        千円 

 
千円 

   年   月期   年   月期 

運 送 収 入 千円 千円 
経 常 利 益 千円 千円 
純 損 益 千円 千円 
減 価 償 却 千円 千円 

 
 
業   績 
( ２期分 ) 

配 当 % ％ 

取 引 銀 行 
上 位 ３ 行 

① ② ③ 

 
沿 革 
特 色 
そ の 他 

 

 

 



（様式３号） 

事  業  計  画  書 

（単位：千円） 

目
的
及
び
そ
の
効
果 

設
備
を
行
う
動
機
・ 

 

設 置 場 所  

物 件 の 種 類  

構 造 ・ 形 式  

面 積 ・ 数 量  

収 容 能 力 等  

所 要 資 金 千円 

着工・発注時期   平成   年   月   日 

完成・購入時期   平成   年   月   日 

計 
 

画 
 

の 
 

概 
 

要 

施工者（購入先）  

本 借 入 金 千円 

自 己 資 金 千円 

そ の 他 千円 

資
金
調
達
方
法 合   計 千円 

 

※添付書類 

（１）簡単な図面  土地の場合は公図と所在地を示す案内図 

          建物の場合は平面図と所在地を示す案内図 

（２）見積書 



（様式３号）事業計画書の記入要領 

 

＊設備を行う動機・目的及びその効果 

 ・物流施設の場合 

   道路、交通事情、需要構造の変化など外的要因にも触れ、施設の現状と問題点

及びその改善策を簡潔に述べ、今回の設備の狙いを明確に示す。効果はできる

だけ具体的（計数的）に説明する。 

 ・福利厚生施設の場合 

   施設の現状と問題点、今回の設備の必要性・利用見込み、収益面への影響など

を説明する。 

 ・荷役機械の場合 

   設備の必要性、設備前と設備後の能力・能率比較、省力効果、収益面のメリッ

トなどを説明する。 

 ・車輌の場合 

   代替または増車の別を記入する。 

 

＊計画の概要 

 ・物件の種類  土地・建物、機械設備、車輌等の別 

 ・構造・形式  土地の地目・用途、建物の構造、車輌の種類・型式等 



（様式７号） 
設備完成（購入）報告書 

 
平成  年  月  日 

 
社団法人 滋賀県トラック協会長  殿 

 
住 所 

借受人 名 称 

代表者              ○印 

 
下記のとおり設備完成（購入）したことを報告いたします。 

 
記 

 
１．借 入 要 項 

借 入 日  平成   年   月   日 

償還期限  平成   年   月   日 

借入金額              千円 

２．設 備 内 容 

種類・構造・

番号  

数   量  
所 要 資 金 千円 
完成（購入）

年 月 日  

 
３．添 付 書 類 
      ①完成（購入）した物件の領収書（写） 
      ②車両の場合は、購入した車両の自動車検査証（写） 
 
 

上記設備の完成（購入）を確認しました。 
平成  年  月  日 

社団法人 滋賀県トラック協会長 




